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規

則

■群
馬
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
四
十
八
号

群
馬
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

群
馬
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
群
馬
県
規
則

第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

印
局

番
局

別
記
様
式
第
一
号
表
面
中
「

」
及
び
「

」
を
削
り
、
同
様
式
裏
面
中
「

」
を
削
る
。

番

別
記
様
式
第
二
号
、
別
記
様
式
第
五
号
及
び
別
記
様
式
第
七
号
中
「

」
を
削
る
。

印

別
記
様
式
第
八
号
中
「

」
を
削
る
。

局
番

別
記
様
式
第
九
号
中
「

」
を
削
る
。

印

別
記
様
式
第
十
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

Ｇ
Ｌ

係
長

印
局

番
局

別
記
様
式
第
十
一
号
表
面
中
「

」
及
び
「

」
を
削
り
、
同
様
式
裏
面
中
「

」
を
削
る
。

番

別
記
様
式
第
十
二
号
及
び
別
記
様
式
第
十
三
号
中
「

」
を
削
る
。

印

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
群
馬
県
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の

登
録
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
四
十
九
号

群
馬
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
群
馬
県
規
則
第
四
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
削
る
。

印

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
五
十
号

群
馬
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
豚
コ
レ
ラ
、
ア
フ
リ
カ
豚
コ
レ
ラ
」
を
「
豚
熱
、
ア
フ
リ
カ
豚
熱
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
削
る
。

印

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
家
畜
伝
染
病
ま
ん
延
防
止
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
五
十
一
号

群
馬
県
家
畜
伝
染
病
ま
ん
延
防
止
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
家
畜
伝
染
病
ま
ん
延
防
止
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
八
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
削
る
。

印

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
種
畜
検
査
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
五
十
二
号

群
馬
県
種
畜
検
査
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
種
畜
検
査
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
、
別
記
様
式
第
三
号
、
別
記
様
式
第
五
号
及
び
別
記
様
式
第
七
号
中
「

」
を

印

削
る
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
五
十
三
号

群
馬
県
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
立
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「

」
を
「

」
に
、

生
年
月
日
・
性
別

生
年

月
日

「

「
を

に
、

性
別

」

」

「

生
年

月
日

性
別

郵
便

番
号

住
所

を
」

「

生
年

月
日

郵
便

番
号

住
所

に
改
め
る
。

」

別
記
様
式
第
二
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

生
年
月
日
・
性
別

生
年

月
日

生
年
月
日
・
性
別

生
年

月

別
記
様
式
第
三
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
の
二
中
「

」
を
「

「

「

」
に
、

を

に
改

日
性

別

」

」

め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
及
び
別
記
様
式
第
六
号
中
「

」
を
「

」
に
、

生
年
月
日
・
性
別

生
年

月
日

「

生
年

月
日

性
別

郵
便

番
号

住
所

を
」

「
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生

年
月

日
郵

便
番

号
住

所

に
改
め
る
。

」

別
記
様
式
第
七
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

生
年
月
日
・
性
別

生
年

月
日

別
記
様
式
第
八
号
中
「

」
を
「

」
に
、

生
年
月
日
・
性
別

生
年

月
日

「

生
年

月
日

性
別

郵
便

番
号

住
所

を
」

「

生
年

月
日

郵
便

番
号

住
所

に
改
め
る
。

」

別
記
様
式
第
九
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

生
年
月
日
・
性
別

生
年

月
日

別
記
様
式
第
十
号
中
「

」
を
「

」
に
、

生
年
月
日
・
性
別

生
年

月
日

「

生
年

月
日

性
別

郵
便

番
号

住
所

を
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」

「
生

年
月

日
郵

便
番

号
住

所

に
改
め
る
。

」

別
記
様
式
第
十
号
の
三
中
「

」
を
削
る
。

印

別
記
様
式
第
十
号
の
四
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

氏
名

印
氏
名

別
記
様
式
第
十
二
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
四
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
削
る
。

印

別
記
様
式
第
十
五
号
中
「

」
を
削
り
、
「

」
を
「

」
に

印
生
年
月
日
及
び
性
別

及
び
生
年
月
日

、

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
六
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

生
年
月
日
・
性
別

生
年

月
日

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
群
馬
県
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
規

定
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
群
馬
県
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
規

定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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告 示■

◎群馬県告示第７１号

群馬県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２７年群馬県条例第２７号。以下「条例」という。）第１４条第１

項の規定により、知事指定薬物の指定が次のとおり効力を失うので、同条第２項の規定により告示する。

令和３年３月２３日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 失効する知事指定薬物の名称

(1) Ｎ―（１―アミノ―３，３―ジメチル―１―オキソブタン―２―イル）―１―ブチル―１Ｈ―インダゾール

―３―カルボキサミド（通称名ＡＤＢ―ＢＵＴＩＮＡＣＡ）及びその塩類

(2) １―［１―（３―フルオロフェニル）シクロヘキシル］ピペリジン（通称名３Ｆ―ＰＣＰ、３―Ｆｌｕｏｒ

ｏ―ＰＣＰ）及びその塩類

(3) ３―｛２―［エチル（プロピル）アミノ］エチル｝―１Ｈ―インドール―４―イル＝アセテート（通称名４

―ＡｃＯ―ＥＰＴ）及びその塩類

(4) エチル＝（Ｒ）―２―（４―フルオロフェニル）―２―［（Ｒ）―ピペリジン―２―イル］アセテート、エ

チル＝（Ｓ）―２―（４―フルオロフェニル）―２―［（Ｓ）―ピペリジン―２―イル］アセテート（通称名

ｔｈｒｅｏ―４―Ｆｌｕｏｒｏｅｔｈｙｌｐｈｅｎｉｄａｔｅ）及びそれらの塩類

(5) エチル＝（Ｒ）―２―（４―フルオロフェニル）―２―［（Ｓ）―ピペリジン―２―イル］アセテート、エ

チル＝（Ｓ）―２―（４―フルオロフェニル）―２―［（Ｒ）―ピペリジン―２―イル］アセテート（通称名

ｅｒｙｔｈｒｏ―４―Ｆｌｕｏｒｏｅｔｈｙｌｐｈｅｎｉｄａｔｅ）及びそれらの塩類

２ 失効の理由

当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第

１４５号）第２条第１５項に規定する指定薬物に指定されたため。

３ 指定が効力を失う日

令和３年３月２５日

４ 罰則の適用

この指定の失効の前にした行為については、なお条例の罰則を適用する。

◎群馬県告示第７２号

計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項に規定する特定計量器の定期検査を次のとおり実施する。

令和３年３月２３日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 定期検査を行う区域 富岡市、甘楽郡及び佐波郡

２ 定期検査の対象となる特定計量器 非自動はかり（計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第５条第１号又

は第２号に掲げるものを除く。）、分銅及びおもり

３ 日時及び場所

実 施 期 日 実 施 時 間 実 施 場 所
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第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報

令和３年４月２３日 午前１０時～午後３時 南牧村役場庁舎前車庫棟

午前１０時～午前１１時 下仁田町活性化センター
令和３年４月２６日

午後０時３０分～午後３時３０分 群馬県蒟蒻原料商工業協同組合

午前１０時～午前１１時 甘楽町旧町立第三中学校
令和３年４月２７日

午後０時３０分～午後３時３０分 甘楽富岡農業協同組合甘楽支所

午前１０時～正午 富岡市黒岩公民館
令和３年５月１１日

午後１時～午後３時 富岡市小野公民館

午前１０時～正午 富岡市妙義中央公民館
令和３年５月１３日

午後１時３０分～午後３時３０分 富岡市額部公民館

令和３年５月１４日 午前１０時～午後３時 富岡市吉田公民館

令和３年５月１７日 午前１０時～午後３時 富岡市一ノ宮公民館

令和３年５月１８日 午前１０時～午後３時 富岡市生涯学習センター

令和３年５月２１日 午前１０時～午後３時 富岡市生涯学習センター

令和３年５月２５日 午前１０時～午後３時 富岡市生涯学習センター

令和３年５月２７日 午前１０時～午後３時 佐波伊勢崎農業協同組合たまむら野菜集送センタ
ー

令和３年５月２８日 午前１０時～午後３時 玉村町住民活動サポートセンターぱる
ふるハートホール

なお、計量法第２１条第３項に規定する者その他表に定める実施期日に受検できなかった者の特定計量器の定

期検査は、別に指定する期日及び場所で行う。

４ 定期検査を行う指定定期検査機関の名称 一般社団法人群馬県計量協会

◎群馬県告示第７３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和３年３月２３日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

県道 高崎伊勢崎線 高崎市岩押町１２４７番の９地先から 前 ０．１～１０．２ ６６６．０
同市上中居町字荒神３２５番の１３地
先まで 後 ‐ ‐
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第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報

◎群馬県告示第７４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県富岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和３年３月２３日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

県道 下高尾小幡線 甘楽郡甘楽町大字庭谷字上川原４１８ 前 ７．０～１６．６ １４４３．８
番地先から同郡同町大字福島字鍛治貝 １１．０～５８．７ １８１２．０
戸１０８番の１地先まで

後 ７．０～１５．７ ８６１．４
１１．０～５８．７ １８１２．０

◎群馬県告示第７５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県安中土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和３年３月２３日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

県道 安中榛名湖線 安中市下秋間字東台１０５０番の１地 前 ８．５～１５．１ ５７８．０
先から同市同字原貝戸秋間川左岸堤防
敷地先まで 後 ８．５～１５．１ ５７８．０

１４．２～３５．０ １０７７．７

◎群馬県告示第７６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県安中土木事務所において

一般の縦覧に供する。
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第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報

令和３年３月２３日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の日時
道路の
種 類

県道 安中榛名湖線 安中市下秋間字湯ノ木８３７番の１地先から同市同字原 令和３年３月２５日
貝戸秋間川左岸堤防敷地先まで 午後３時

恵宝沢原貝戸 安中市下秋間字三枚畑１１２８番地先から同市同字柳町
線 ７１４番地先まで

下里見安中線 安中市下秋間字吉ヶ谷津４５１６番の３地先から同市安
中字米山１８７９番の３地先まで

◎群馬県告示第７７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和３年３月２３日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の期日道路の
種 類

県道 高崎神流秩父 高崎市吉井町池字石田４３番の３地先から同市同字同４ 令和３年３月２３日
線 ５番の１地先まで

◎群馬県告示第７８号

車両制限令第３条第１項第３号の規定による指定の告示（平成１８年群馬県告示第２４５号）の一部を次のよう

に改正し、令和３年４月１日から施行する。

令和３年３月２３日

群馬県知事 山 本 一 太

１の表一般国道３５４号の項中「字天神悪戸１０７９番の２地先」を「字中新田８２４５番地先」に改める。

２中「令和２年４月１日」を「令和３年４月１日」に改める。

公 告■

行政書士法（昭和２６年法律第４号）第１４条の規定により、次のとおり行政書士の処分を行った。

令和３年３月２３日
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第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報

群馬県知事 山 本 一 太

１ 被処分者

(1) 氏名 小林聡一

(2) 事務所の名称 行政書士小林聡一事務所

(3) 事務所の所在地 群馬県太田市新井町５１４番地２

(4) 登録番号 第０７１４０９８３号

２ 処分年月日 令和３年３月１７日

３ 処分の内容 戒告

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第１項の規定により境下

武士土地改良区の土地改良事業計画の変更を適当と決定したので、同法第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により公告し、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

令和３年３月２３日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 縦覧に供する書類 変更後の土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧に供する期間 令和３年３月２３日から同年４月２０日まで

３ 縦覧に供する場所 伊勢崎市役所

群馬県住宅供給公社が群馬県県営住宅及び共同施設の管理を行うことについて、次のとおり通知があった。

令和３年３月２３日

群馬県知事 山 本 一 太

公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下「法」という。）第４７条第２項の規定に基づき次のとおり公告

する。

令和３年３月２３日

群馬県住宅供給公社 理事長 中 島 聡

１ 群馬県に代わって県営住宅及び共同施設（以下「県営住宅等」という。）の管理を行う者 群馬県住宅供給公

社

２ １で定める者が管理を行う県営住宅等 群馬県県営住宅設置条例（昭和３９年群馬県条例第６３号）別表に掲

げる県営住宅

３ １で定める者が行う県営住宅等の管理の内容 法第３章の規定（家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の

請求、徴収及び減免に関することを除く。）に基づいて県営住宅等の管理を行うこと。

４ １で定める者が県営住宅等の管理を行う期間 令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで

群馬県住宅供給公社が館林市市営住宅及び共同施設の管理を行うことについて、次のとおり通知があった。
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第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報

令和３年３月２３日

群馬県知事 山 本 一 太

公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下「法」という。）第４７条第２項の規定に基づき次のとおり公告

する。

令和３年３月２３日

群馬県住宅供給公社 理事長 中 島 聡

１ 館林市に代わって市営住宅及び共同施設（以下「市営住宅等」という。）の管理を行う者 群馬県住宅供給公

社

２ １で定める者が管理を行う市営住宅等 館林市市営住宅設置条例（昭和３９年館林市条例第４５号）別表に掲

げる市営住宅

３ １で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第３章の規定（家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の

請求、徴収及び減免に関することを除く。）に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。

４ １で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで
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教
育
委
員
会
規
則

■群
馬
県
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

群
馬
県
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
群
馬
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
群
馬
県
条
例
第
十

五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
教
育
委
員
会
が
保
存
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等

の
保
存
、
利
用
及
び
廃
棄
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
実
施
機
関
か
ら
の
受
入
れ
）

第
三
条

教
育
委
員
会
は
、
実
施
機
関
で
保
存
す
る
歴
史
公
文
書
等
と
し
て
、
保
存
期
間
が
満
了
し

た
と
き
に
文
書
館
に
移
管
す
る
措
置
が
定
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
日

か
ら
可
能
な
限
り
早
い
時
期
に
受
入
れ
の
日
を
設
定
し
、
当
該
歴
史
公
文
書
等
を
受
け
入
れ
る
も

の
と
す
る
。

２

教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
入
れ
た
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
次
に
掲

げ
る
措
置
を
施
し
た
上
で
、
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
が
大
量
で
あ
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
場
合
を
除
き
、
受
入
れ
か
ら
一
年
以
内
に
排
架
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

生
物
被
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
保
存
に
必
要
な
措
置

二

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
識
別
を
容
易
に
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号

（
以
下
「
請
求
番
号
等
」
と
い
う
。
）
の
付
与

イ

請
求
番
号

当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
分
類
を
区
分
す
る
も
の

ロ

文
書
番
号

当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
特
定
す
る
も
の

三

条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
を
制
限
す
る
事
由
の

該
当
性
に
関
す
る
事
前
審
査

四

条
例
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
目
録
の
作
成

（
寄
贈
又
は
寄
託
を
さ
れ
た
文
書
の
受
入
れ
）

第
四
条

教
育
委
員
会
は
、
法
人
等
又
は
個
人
か
ら
文
書
の
寄
贈
又
は
寄
託
を
す
る
旨
の
申
出
が
あ

っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
文
書
が
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
文
書

を
受
け
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
入
れ
た
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
寄
贈
又

は
寄
託
を
し
た
者
の
希
望
に
応
じ
、
利
用
の
制
限
を
行
う
範
囲
及
び
利
用
の
制
限
が
適
用
さ
れ
る

期
間
を
定
め
、
前
条
第
二
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
措
置
を
施
し
た
上
で
、
当
該

特
定
歴
史
公
文
書
等
が
大
量
で
あ
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
受
入
れ
か
ら
一

年
以
内
に
排
架
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
著
作
権
等
の
調
整
）

第
五
条

教
育
委
員
会
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
受
け
入
れ
た
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
著
作
物
、

実
演
、
レ
コ
ー
ド
又
は
放
送
若
し
く
は
有
線
放
送
に
係
る
音
若
し
く
は
影
像
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
著
作
物
等
」
と
い
う
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
著
作
物
等
に
つ
い
て
、
必
要

に
応
じ
て
、
あ
ら
か
じ
め
著
作
者
、
著
作
権
者
、
実
演
家
又
は
著
作
隣
接
権
者
か
ら
著
作
者
人
格

権
、
著
作
権
、
実
演
家
人
格
権
又
は
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
利
用
等
の
許
諾
又
は
同
意
を
得
る
こ

と
等
に
よ
り
、
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
円
滑
な
利
用
に
備
え
る
も
の
と
す
る
。

（
保
存
方
法
等
）

第
六
条

教
育
委
員
会
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
さ

れ
る
に
至
る
場
合
を
除
き
、
専
用
の
書
庫
（
以
下
「
書
庫
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
永
久
に
保
存

す
る
も
の
と
す
る
。

２

教
育
委
員
会
は
、
書
庫
に
つ
い
て
、
温
度
、
湿
度
等
を
適
切
に
管
理
す
る
と
と
も
に
、
防
犯
、

防
災
、
防
虫
等
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

教
育
委
員
会
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
う
ち
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
種
別
を
勘
案

し
、
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
記
録
媒
体
の
変
換
そ
の
他
の

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
複
製
物
の
作
成
）

第
七
条

教
育
委
員
会
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
歴
史
公
文
書
等
の

内
容
、
保
存
状
態
、
時
の
経
過
、
利
用
の
状
況
等
に
応
じ
、
適
切
な
保
存
及
び
利
用
を
確
保
す
る

た
め
、
適
切
な
記
録
媒
体
に
よ
る
複
製
物
を
作
成
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
個
人
情
報
の
漏
え
い
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
）

第
八
条

条
例
第
十
一
条
第
三
項
の
個
人
情
報
の
漏
え
い
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
は
、
次
に

掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

書
庫
の
施
錠
そ
の
他
の
物
理
的
な
接
触
の
制
限

二

当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
記
録
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
に
対
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為

（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二

条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
）
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

三

文
書
館
の
職
員
に
対
す
る
教
育
及
び
研
修
の
実
施

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
情
報
の
漏
え
い
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置

（
目
録
の
作
成
及
び
公
表
）

第
九
条

条
例
第
十
一
条
第
四
項
の
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
を
行
い
、
及
び
適
切
な
利

用
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲

げ
る
情
報
又
は
同
項
第
二
号
の
条
件
に
係
る
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

分
類
及
び
請
求
番
号
等

二

名
称

三

移
管
又
は
寄
贈
若
し
く
は
寄
託
を
し
た
者
の
名
称
又
は
氏
名

四

移
管
又
は
寄
贈
若
し
く
は
寄
託
を
受
け
た
時
期

五

保
存
場
所

六

記
録
媒
体
の
種
別

七

利
用
制
限
の
区
分
（
公
開
、
部
分
公
開
、
非
公
開
又
は
要
審
査
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。
）

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
及
び
利
用
に
資
す
る

第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報
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情
報

２

教
育
委
員
会
は
、
条
例
第
十
一
条
第
四
項
の
目
録
を
文
書
館
に
備
え
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る

と
と
も
に
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方

法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
）

第
十
条

条
例
第
十
三
条
の
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
は
、
利
用
請
求
者
の
個
人
番
号
カ
ー
ド

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
）
、
運

転
免
許
証
、
旅
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
類
と
し
て
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
も
の
と

す
る
。

（
利
用
請
求
の
手
続
）

第
十
一
条

条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
利
用
請
求
書
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
請
求
書
（
別
記

様
式
第
一
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
請
求
番
号
等

二

求
め
る
利
用
の
方
法

三

利
用
請
求
者
の
連
絡
先
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
当
該
利
用
請
求
の
担
当
者
の

氏
名
及
び
連
絡
先
）

（
利
用
決
定
等
の
通
知
）

第
十
二
条

条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一

利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
日
及
び
場
所

二

利
用
の
方
法

２

条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
全
部
を
利
用
さ
せ
る
旨
の
決
定

特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
決
定
通

知
書
（
別
記
様
式
第
二
号
）

二

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
一
部
を
利
用
さ
せ
る
旨
の
決
定

特
定
歴
史
公
文
書
等
一
部
利
用
決

定
通
知
書
（
別
記
様
式
第
三
号
）

３

条
例
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
制
限
決
定
通
知
書

（
別
記
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
）

第
十
三
条

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
決
定
等
期

間
延
長
通
知
書
（
別
記
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
）

第
十
四
条

条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
決
定
等
期
間
特
例

延
長
通
知
書
（
別
記
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
第
三
者
に
対
す
る
意
見
書
提
出
の
機
会
の
付
与
等
）

第
十
五
条

条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

一

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
請
求
番
号
等

二

利
用
請
求
の
年
月
日

三

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
記
録
さ
れ
て
い
る
当
該
第
三
者
に
関
す
る
情
報
の

内
容

四

意
見
書
を
提
出
す
る
場
合
の
提
出
先
及
び
提
出
期
限

２

条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
請
求
番
号
等

二

利
用
請
求
の
年
月
日

三

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
理
由

四

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
第
三
者
に
関
す
る
情
報
の

内
容

五

意
見
書
を
提
出
す
る
場
合
の
提
出
先
及
び
提
出
期
限

３

条
例
第
十
八
条
第
三
項
の
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
請
求
番
号
等

二

利
用
請
求
の
年
月
日

三

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
理
由

四

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
付
さ
れ
て
い
る
条
例
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
意
見
の
内
容

五

意
見
書
を
提
出
す
る
場
合
の
提
出
先
及
び
提
出
期
限

４

条
例
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
三
者
へ
の
通
知
並
び
に
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
実
施
機
関
へ
の
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
係
る
意
見
照

会
書
（
別
記
様
式
第
七
号
）

二

条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
係
る
意
見
照

会
書
（
別
記
様
式
第
八
号
）

三

条
例
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
係
る
意
見
照

会
書
（
別
記
様
式
第
九
号
）

５

条
例
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
第
三
者
か
ら
の
意
見
書
並
び
に
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
実
施
機
関
か
ら
の
意
見
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
書
面
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

条
例
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
書

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用

に
係
る
意
見
書
（
別
記
様
式
第
十
号
）

二

条
例
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
書

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
係
る
意
見

書
（
別
記
様
式
第
十
一
号
）

６

条
例
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
を
決
定
し
た
旨

の
通
知
書
（
別
記
様
式
第
十
二
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

７

前
項
の
規
定
は
、
条
例
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
通
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
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（
写
し
の
交
付
方
法
）

第
十
六
条

条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
文
書
又
は
図
画
（
以
下
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
の
写

し
の
交
付
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
文
書
等
を
乾
式
の
複
写
機
に
よ
り
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
（
以
下
「
Ａ
三
判
」
と
い

う
。
）
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
白
黒
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付

二

当
該
文
書
等
を
乾
式
の
複
写
機
に
よ
り
Ａ
三
判
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
カ
ラ
ー
（
白
黒
以

外
の
単
色
を
含
む
。
）
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付

三

当
該
文
書
等
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本

産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
又
は
Ｘ
六
二
四
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
以
下
同

じ
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

（
電
磁
的
記
録
の
利
用
の
方
法
）

第
十
七
条

条
例
第
十
九
条
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一

Ａ
三
判
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
又
は
そ
の
写
し
の
閲
覧
又
は
交
付

二

専
用
機
器
（
利
用
す
る
者
の
閲
覧
、
聴
取
又
は
視
聴
の
用
に
供
す
る
た
め
に
文
書
館
に
備
え

付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
、
聴
取
又
は
視
聴

三

光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

（
閲
覧
等
の
制
限
）

第
十
八
条

教
育
委
員
会
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
閲
覧
、
聴
取
又
は
視
聴
を
す
る
者
が
当
該
特

定
歴
史
公
文
書
等
を
汚
損
し
、
若
し
く
は
破
損
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
閲
覧
、
聴
取
又
は
視
聴
を
中
止
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
簡
便
な
方
法
に
よ
る
利
用
）

第
十
九
条

教
育
委
員
会
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
（
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
同
条
か
ら
条
例
第
二
十
条
ま
で
に
定
め
る
方
法
の

ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
簡
便
な
方
法
に
よ
り
利
用
に
供
す
る
も
の

と
す
る
。

（
展
示
会
の
開
催
等
）

第
二
十
条

教
育
委
員
会
は
、
展
示
会
の
開
催
、
文
書
館
内
の
見
学
会
そ
の
他
の
取
組
を
行
い
、
特

定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
の
促
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
貸
出
し
）

第
二
十
一
条

教
育
委
員
会
は
、
学
術
研
究
、
社
会
教
育
等
の
公
共
的
目
的
を
有
す
る
行
事
等
に
お

い
て
利
用
す
る
た
め
に
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
貸
出
し
の
申
込
み
が
あ
っ
た
場
合
は
、
教
育
委
員

会
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
貸
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
原
本
の
特
別
利
用
）

第
二
十
二
条

教
育
委
員
会
は
、
原
本
の
利
用
を
認
め
る
と
そ
の
保
存
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が

あ
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
複
製
物
に
よ
っ
て
は
利
用
目
的
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
そ
の
他
の
原
本
の
利
用
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
特
に
慎
重
な
取
扱
い
を
確
保
し
た
上
で
、
特
別
に
当
該
原
本
を
利
用
に
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
効
果
的
な
利
用
の
確
保
）

第
二
十
三
条

教
育
委
員
会
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
効
果
的
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に

掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
関
す
る
情
報
の
提
供

二

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
目
録
に
関
す
る
情
報
の
提
供

三

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
検
索
方
法
に
関
す
る
情
報
の
提
供

四

特
定
歴
史
公
文
書
等
に
関
す
る
参
考
文
献
そ
の
他
の
効
果
的
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
に
必

要
な
情
報
の
提
供

（
移
管
元
実
施
機
関
の
利
用
）

第
二
十
四
条

教
育
委
員
会
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
移
管
し
た
実
施
機
関
（
以
下
「
移
管
元
実

施
機
関
」
と
い
う
。
）
が
、
条
例
第
三
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の
手
続

等
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

２

移
管
元
実
施
機
関
が
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
貸
出
し
を
希
望
し
た
と
き
は
、
教
育
委
員
会

は
、
一
月
間
を
限
度
と
し
て
、
そ
の
貸
出
し
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
廃
棄
）

第
二
十
五
条

教
育
委
員
会
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
と
し
て
保
存
し
て
い
る
文
書
に
つ
い
て
、
劣

化
が
極
限
ま
で
進
展
し
て
判
読
及
び
修
復
が
不
可
能
で
利
用
で
き
な
く
な
り
、
歴
史
資
料
と
し
て

重
要
で
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
場
合
に
は
、
条
例
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
に

諮
問
し
、
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
廃
棄
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
廃

棄
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
及
び
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
委
任
）

第
二
十
六
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教

育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
十
六
条
第
三
号
並
び
に
第
十
七
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
は
、
利
用
に
要
す
る
専
用
機

器
の
整
備
が
終
わ
る
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。

３

条
例
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
歴
史
公
文
書
等
と
み
な
さ
れ
た
文
書
及
び
簿
冊
等
に
つ

い
て
は
、
第
三
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
入
れ
た
特
定
歴
史
公
文
書
等
」
と
あ
る

の
は
「
条
例
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
歴
史
公
文
書
等
と
み
な
さ
れ
た
文
書
及
び
簿
冊

等
」
と
、
「
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
が
大
量
で
あ
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、

受
入
れ
か
ら
一
年
以
内
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
資
す
る
よ
う
計

画
的
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

教
育
委
員
会
は
、
条
例
第
十
一
条
第
四
項
の
目
録
に
係
る
第
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

の
記
載
内
容
の
確
認
に
相
当
の
期
間
を
要
す
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
当
該
事
項
を
記
載
し
な

い
こ
と
が
で
き
る
。
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第１１条関係）

特定歴史公文書等利用請求書

年 月 日

群馬県教育委員会教育長 あて

郵便番号

住 所

氏 名

（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者氏名）

電話番号 － － （連絡担当者名）

群馬県公文書等の管理に関する条例第１４条第１項の規定により、次のとおり特定歴史公文書等の利用を

請求します。

請求番号 文書番号 目録に記載された特定歴史公文書等の名称

１ □ 閲覧、聴取又は視聴

求 め る

２ □ 写しの交付（□ 窓口での交付 □ 送付による交付）

利 用 の 方 法

□白黒コピー □カラーコピー □ＣＤ－Ｒ □ＤＶＤ－Ｒ

（注）１ 御希望の□にチェックしてください。（例：「■」「レ」）
２ 写しの交付の方法により利用する場合は、当該写しの作成に要する費用を負担していただきま
す。

３ 記載に不備があるときは、群馬県公文書等の管理に関する条例第１４条第２項の規定により補
正を求めることがあります。

４ 不明な点は、係員に相談の上、記入してください。

第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報
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第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報

別記様式第２号（規格Ａ４）（第１２条関係）

特定歴史公文書等利用決定通知書

第 号

年 月 日

様

群馬県教育委員会教育長 印

群馬県公文書等の管理に年 月 日付けで請求のあった特定歴史公文書等の利用については、

関する条例第１５条第１項の規定により、次のとおりその全部の利用を認めることを決定したので通知しま

す。

請求番号 文書番号 目録に記載された特定歴史公文書等の名称

利 用 の 日

利 用 の 場 所

利 用 の 方 法

連 絡 先
電話番号（ ） ―

備 考

（注）１ 特定歴史公文書等を利用する際には、この通知書を係員に提示してください。
２ この利用決定に係る特定歴史公文書等に第三者に関する情報が記録されている場合において、
当該第三者から審査請求があったときは、その全部又は一部を利用することができなくなる場
合があります。
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第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報

別記様式第３号（規格Ａ４）（第１２条関係）

特定歴史公文書等一部利用決定通知書
第 号
年 月 日

様

群馬県教育委員会教育長 印

群馬県公文書等の管理に関年 月 日付けで請求のあった特定歴史公文書等の利用については、
する条例第１５条第１項の規定により、次のとおりその一部の利用を認めることを決定したので通知しま
す。

請求番号 文書番号 目録に記載された特定歴史公文書等の名称

利 用 の 日

利 用 の 場 所

利 用 の 方 法

利 用 制 限 を 行 う 部 分

第１２条第１項第 号 該当群馬県公文書等の管理に関する条例
利用制限の根拠規定及びその理由

連 絡 先
電話番号（ ） ―

備 考

この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以
内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます（処分があったことを知った日の翌日から
起算して３月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることが
できなくなります。）。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、群馬県を被告として（訴

訟において群馬県を代表する者は、群馬県教育委員会となります。）、処分の取消しの訴えを提起す
ることができます（処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、処分の日
の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。
ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起
算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

（注）１ 特定歴史公文書等を利用する際には、この通知書を係員に提示してください。
２ この利用決定に係る特定歴史公文書等に第三者に関する情報が記録されている場合において、
当該第三者から審査請求があったときは、その全部又は一部を利用することができなくなる場合
があります。
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第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報

別記様式第４号（規格Ａ４）（第１２条関係）

特定歴史公文書等利用制限決定通知書

第 号

年 月 日

様

群馬県教育委員会教育長 印

年 月 日付けで請求のあった特定歴史公文書等の利用については、群馬県公文書等の管理

に関する条例第１５条第２項の規定により、次のとおり利用に供しないことを決定したので通知します。

請求番号 文書番号 目録に記載された特定歴史公文書等の名称

第１２条第１項第 号 該当群馬県公文書等の管理に関する条例
利用制限の根拠規定及びその理由

連 絡 先
電話番号（ ） ―

備 考

この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以
内に、群馬県知事に対して審査請求をすることができます（処分があったことを知った日の翌日から
起算して３月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることが
できなくなります。）。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、群馬県を被告として（訴

訟において群馬県を代表する者は、群馬県教育委員会となります。）、処分の取消しの訴えを提起す
ることができます（処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、処分の日
の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。
ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起
算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
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第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報

別記様式第５号（規格Ａ４）（第１３条関係）

特定歴史公文書等利用決定等期間延長通知書

第 号

年 月 日

様

群馬県教育委員会教育長 印

特定歴史公文書等の利用 群馬県公文書等の管理年 月 日付けで請求のあった については、

、次のとおり利用決定等の期間を延長したので通知します。に関する条例第１６条第２項の規定により

請求番号 文書番号 目録に記載された特定歴史公文書等の名称

年 月 日から群馬県公文書等の管理に関する

第１６条第１項の規定による条例

決 定 期 間 年 月 日まで

年 月 日から

延 長 後 の 決 定 期 間

年 月 日まで

延 長 の 理 由

連 絡 先
電話番号（ ） ―

備 考
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第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報

別記様式第６号（規格Ａ４）（第１４条関係）

特定歴史公文書等利用決定等期間特例延長通知書

第 号

年 月 日

様

群馬県教育委員会教育長 印

特定歴史公文書等の利用 群馬県公文書等の管理年 月 日付けで請求のあった については、

、次のとおり利用決定等の期間を延長したので通知します。に関する条例第１７条の規定により

請求番号 文書番号 目録に記載された特定歴史公文書等の名称

年 月 日から群馬県公文書等の管理に関する

第１６条第１項の規定による条例

決 定 期 間 年 月 日まで

群馬県公文書等の管理に関する

第１７条を適用する理由条例

特定歴史公文書等の相当の部分に 年 月 日から

ついて利用決定等をする期間 年 月 日まで

残りの特定歴史公文書等に
年 月 日まで

ついて利用決定等をする期限

連 絡 先
電話番号（ ） ―

備 考
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第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報

別記様式第７号（規格Ａ４）（第１５条関係）

特定歴史公文書等の利用に係る意見照会書

第 号

年 月 日

様

群馬県教育委員会教育長 印

次の特定歴史公文書等の利用について、群馬県公文書等の管理に関する条例第１８条第１項の規定により

意見を求めますので、別紙「特定歴史公文書等の利用に係る意見書（別記様式第１０号）」を御提出いただ

きますようお願いします。

利用請求に係る特定歴史

公 文 書 等 の 名 称

請 求 番 号

文 書 番 号

利 用 請 求 の 年 月 日

特定歴史公文書等に記録さ

れているあなた（貴団体）

に 関 す る 情 報 の 内 容

意 見 書 の 提 出 先
電話番号（ ） ―

意 見 書 の 提 出 期 限 年 月 日

備 考

（注）提出期限までに「特定歴史公文書等の利用に係る意見書（別記様式第１０号）」の提出がない場合
は、特に御意見が無いものとして取り扱わせていただきます。
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第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報

別記様式第８号（規格Ａ４）（第１５条関係）

特定歴史公文書等の利用に係る意見照会書

第 号

年 月 日

様

群馬県教育委員会教育長 印

次の特定歴史公文書等の利用について、群馬県公文書等の管理に関する条例第１８条第２項の規定により

意見を求めますので、別紙「特定歴史公文書等の利用に係る意見書（別記様式第１０号）」を御提出いただ

きますようお願いします。

利用請求に係る特定歴史

公 文 書 等 の 名 称

請 求 番 号

文 書 番 号

利 用 請 求 の 年 月 日

特定歴史公文書等の利用を

さ せ よ う と す る 理 由

特定歴史公文書等に記録さ

れているあなた（貴団体）

に 関 す る 情 報 の 内 容

意 見 書 の 提 出 先
電話番号（ ） ―

意 見 書 の 提 出 期 限 年 月 日

備 考

（注）提出期限までに「特定歴史公文書等の利用に係る意見書（別記様式第１０号）」の提出がない場合
は、特に御意見が無いものとして取り扱わせていただきます。
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第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報

別記様式第９号（規格Ａ４）（第１５条関係）

特定歴史公文書等の利用に係る意見照会書

第 号
年 月 日

様

群馬県教育委員会教育長 印

貴機関が、群馬県公文書等の管理に関する条例第１２条第１項第１号ニに該当するものとして同条例第８
条第４項の規定により意見を付して移管した特定歴史公文書等について、次のとおり利用請求がありまし
た。
つきましては、同条例第１８条第３項の規定により意見を求めますので、別紙「特定歴史公文書等の利用

に係る意見書（別記様式第１１号）」を御提出いただきますようお願いします。

利用請求に係る特定歴史

公 文 書 等 の 名 称

請 求 番 号

文 書 番 号

利 用 請 求 の 年 月 日

特定歴史公文書等の利用を

さ せ よ う と す る 理 由

特定歴史公文書等に付されて

いる貴機関の意見の内容

意 見 書 の 提 出 先
電話番号（ ） ―

意 見 書 の 提 出 期 限 年 月 日

備 考

（注）提出期限までに「特定歴史公文書等の利用に係る意見書（別記様式第１１号）」の提出がない場合
は、特に御意見が無いものとして取り扱わせていただきます。
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第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報

別記様式第１０号（規格Ａ４）（第１５条関係）

特定歴史公文書等の利用に係る意見書

年 月 日

あて群馬県教育委員会教育長

住 所

氏 名

（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者氏名）

電話番号 ― ― （連絡担当者名）

年 月 日付け 第 号で照会のありました特定歴史公文書等の利用について、次のとお

り意見を提出します。

利用請求があった特定歴史

公 文 書 等 の 名 称

請 求 番 号

文 書 番 号

（該当する番号を○で囲んでください。）

１ 意見はない。又は支障はない。

２ 利用されると支障がある。

利 用 に 関 し て の 意 見 （２を○で囲んだ場合、次の項目に記入してください。）

(１) 支障がある部分

(２) 支障がある理由

備 考
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第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報

別記様式第１１号（規格Ａ４）（第１５条関係）

特定歴史公文書等の利用に係る意見書

年 月 日
あて群馬県教育委員会教育長

移管元実施機関名

年 月 日付け 第 号で照会のありました特定歴史公文書等の利用について、次のとお
り意見を提出します。

利用請求があった特定歴史

公 文 書 等 の 名 称

請 求 番 号

文 書 番 号

（該当する番号を○で囲んでください。）

１ 意見はない。又は支障はない。

２ 利用されると支障がある。

利 用 に 関 し て の 意 見 （２を○で囲んだ場合、次の項目に記入してください。）

(１) 支障がある部分

(２) 支障がある理由

備 考
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第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報

別記様式第１２号（規格Ａ４）（第１５条関係）

特定歴史公文書等の利用を決定した旨の通知書

第 号

年 月 日

様

群馬県教育委員会教育長 印

年 月 日付けで「特定歴史公文書等の利用に係る意見書」の提出がありました特定歴史公文書

等については、次のとおり利用決定をしましたので、群馬県公文書等の管理に関する条例第１８条第４項の

規定により通知します。

利用請求に係る特定歴史

公 文 書 等 の 名 称

特定歴史公文書等に記録さ

れているあなた（貴団体）

に 関 す る 情 報 の 内 容

利 用 に 供 す る 日 年 月 日

年 月 日付け 第 号
利 用 決 定 の 種 類

利用（一部利用） 決定

利用に供することとした理由

連 絡 先 電話番号（ ） ―

備 考

（教示）
この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、

群馬県知事に対して審査請求をすることができます（処分があったことを知った日の翌日から起算して３月
以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなりま
す。）。
また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、群馬県を被告として（訴訟にお

いて群馬県を代表する者は、群馬県教育委員会となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ
ます（処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、処分の日の翌日から起算して
１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、審査請求をした場
合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消し
の訴えを提起することができます。
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群
馬
県
立
文
書
館
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

群
馬
県
立
文
書
館
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
立
文
書
館
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
国
民
の
祝
日
」
を
「
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
」
に
改
め
る
。

第
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
閲
覧
」
を
「
利
用
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

館
内
及
び
敷
地
内
は
禁
煙
の
た
め
、
喫
煙
を
し
な
い
こ
と
。

第
八
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

所
定
の
場
所
以
外
の
場
所
で
飲
食
を
し
な
い
こ
と
。

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
文
書
の
複
写
及
び
撮
影
並
び
に
複
写
に
要
す
る
費
用
の
負
担
）

第
十
条

文
書
の
複
写
及
び
撮
影
を
希
望
す
る
者
は
、
文
書
複
写
等
申
込
書
（
別
記
様
式
第
五
号
）

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
館
長
は
、
当
該
文
書
の
寄
贈
者
又
は
寄
託
者
と
の
間

で
複
写
及
び
撮
影
に
関
し
特
約
等
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
の
交
付
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

当
該
文
書
を
乾
式
の
複
写
機
に
よ
り
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
（
以
下
「
Ａ
三
判
」
と
い

う
。
）
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
白
黒
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付

二

当
該
文
書
を
乾
式
の
複
写
機
に
よ
り
Ａ
三
判
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
カ
ラ
ー
（
白
黒
以
外

の
単
色
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
複
写
し
た
も
の
の
交
付

三

当
該
文
書
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産

業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び
Ｘ
六
二
八
一
又
は
Ｘ
六
二
四
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
に
複
写
し
た

も
の
の
交
付

３

前
項
の
文
書
の
複
写
を
希
望
す
る
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
定
め
る
費
用
を
文
書
館
に
納
め
る
も
の
と
す
る
。

区
分

費
用
の
額

一

乾
式
の
複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
の
交
付

白
黒
複
写
一
枚
に
つ
き
十
円

（
Ａ
三
判
以
下
の
大
き
さ
の
も
の
に
限
る
。
）

カ
ラ
ー
複
写
一
枚
に
つ
き
五
十
円

二

用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
交
付
（
Ａ
三
判
以
下
の

白
黒
出
力
一
枚
に
つ
き
十
円

大
き
さ
の
も
の
に
限
る
。
）

カ
ラ
ー
出
力
一
枚
に
つ
き
五
十
円

三

光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産

文
書
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ

一
枚
に
つ
き
二
百
円
に
当
該
文
書

業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び

り
読
み
取
っ
て
で
き
た

一
枚
ご
と
に
十
円
を
加
え
た
額

Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す
る

電
磁
的
記
録
の
複
写
の

直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト

場
合

ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生

装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が

そ
の
他
の
場
合

一
枚
に
つ
き
二
百
円

可
能
な
も
の
に
限
る
。
）

に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

四

光
デ
ィ
ス
ク
（
日
本
産

文
書
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ

一
枚
に
つ
き
二
百
二
十
円
に
当
該

業
規
格
Ｘ
六
二
四
一
に
適

り
読
み
取
っ
て
で
き
た

文
書
一
枚
ご
と
に
十
円
を
加
え
た

合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ

電
磁
的
記
録
の
複
写
の

額

メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク

場
合

の
再
生
装
置
で
再
生
す
る

こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限

そ
の
他
の
場
合

一
枚
に
つ
き
二
百
二
十
円

る
。
）
に
複
写
し
た
も
の

の
交
付

備
考

用
紙
の
両
面
を
使
用
す
る
場
合
は
、
片
面
を
一
枚
と
し
て
額
を
算
定
す
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
費
用
は
、
前
納
と
す
る
。

第
十
一
条
中
「
出
版
物
等
へ
の
掲
載
許
可
申
請
書
」
を
「
出
版
物
等
へ
の
掲
載
申
込
書
」
に
、

「
提
出
し
、
館
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
」
を
「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ

し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
館
長
は
、
当
該
文
書
の
寄
贈
者
又
は
寄
託
者
と
の
間
で
出
版
物
等
へ
の
掲
載
に
関

し
特
約
等
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
中
「
亡
失
（
損
傷
）
届
出
書
」
を
「
文
書
等
亡
失
（
損
傷
）
届
出
書
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第

十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
特
例
）

第
十
五
条

群
馬
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
群
馬
県
条
例
第
十
五
号
）
第
二

条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
保
存
及
び
利
用
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
、
第
六
条
、

第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
例
及
び
群
馬
県
特
定

歴
史
公
文
書
等
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
三
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
そ
の

他
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「
（

）
」
を
削
り
、

下
宿
先

「

１
身
分
証
明
書

２
運
転
免
許
証

３
学
生
証

を

４
保
険
証

５
文
書
館
利
用
登
録
証

（

）

６
そ
の
他

」

「

第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報
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第９８８６号令和３年３月２３日（火） 群 馬 県 報
１

運
転
免
許
証

２
学
生
証

３
保
険
証

に
改
め
る
。

４
文
書
館
利
用
登
録
証

（

）

５
そ
の
他

」

別
記
様
式
第
四
号
中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、

資
料
は

特
定
歴
史
公
文
書
等
と
合
わ
せ
て

、
「

」
を

３
複
写
・
出
版
物
等
へ
の
掲
載
は

別
途
許
可
を
得
て
く
だ
さ
い

、
。

３
複
写
・
撮
影
・
出
版
物
等
へ
の
掲
載
は

別
途
申
込
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

「

、
。

に
改
め

※

」

一
部
複
写
・
撮
影
・
出
版
物
等
へ
の
掲
載
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

る
。

文
書
複
写
許
可
申
請
書

文
書
複
写
等
申
込
書

申
請
し

別
記
様
式
第
五
号
イ
中
「

」
を
「

」
に
、
「

ま
す

申
し
込
み
ま
す

コ
ピ

・
マ
イ
ク
ロ
・
撮
影

白
黒
コ
ピ

・
カ
ラ

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

ー
ー

ー

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、

コ
ピ

・
撮
影
・
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
－
Ｒ

こ
の
申
請
書

こ
の
申
込
書

ー

出
版
物
掲
載

販
売

再
複
写
等

出
版
物
等
へ
の
掲
載

許
可
を
得
る

申

「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

、
、

」
に
、

込
書
を
提
出
す
る

３
複
写
の
際
に
は

資
料
の
現
状
を
変
え
な
い
こ
と

「

、
。

４
複
写
物
の
使
用
に
よ
っ
て
著
作
権
法
上
の
問
題
が
生
じ
た
場
合
は

す
べ
て
申
請
者
が

、

を

そ
の
責
任
を
負
う
こ
と
。

５
複
写
物
か
ら
引
用
等
を
す
る
場
合
は

原
本
が
群
馬
県
立
文
書
館
所
蔵

寄
託
者
文
書

（

、

）

」

の
場
合
は
寄
託
者
名

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
こ
と
。

３
複
写
物
の
使
用
に
よ
っ
て
著
作
権
法
に
基
づ
く
権
利
の
侵
害
そ
の
他
第
三
者
の
権
利
侵

「

害
等
が
生
じ
た
場
合
は

全
て
申
込
者
が
そ
の
責
任
を
負
う
こ
と

、
。

に

４
複
写
物
か
ら
引
用
等
を
す
る
場
合
は

原
本
が
群
馬
県
立
文
書
館
所
蔵

寄
託
文
書
の

（

、

）

」

場
合
は

寄
託
者
名

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
こ
と

、
。

改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
五
号
と
し
、
別
記
様
式
第
五
号
ロ
を
削
る
。

職
業
・
所
属

「フ
リ

ガ
ナ

氏
名

印

・

生
年
月
日
・
性
別

住
所

別
記
様
式
第
六
号
イ
中

（

）

を
電
話
番
号

法
人
に
あ
っ
て
は

そ
の
所
在
地

名
称
並

、
、

び
に
代
表
者
の
住
所

氏
名

氏
名
の
フ
リ

、
、

ガ
ナ

生
年
月
日
及
び
性
別

、

」

フ
リ

ガ
ナ

「氏
名

法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は

名
称
及

（

、

に
、
「

」
を

出
版
物
等
へ
の
掲
載
許
可
申
請
書

）

び
代
表
者
氏
名

（

）

住
所

所
在
地

（

）
」

電
話
番
号

出
版
物
等
へ
の
掲
載
申
込
書

申
請
し
ま
す

申
し
込
み
ま
す

発
行
年
月

「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

日
発
行
等
年
月
日

こ
の
申
請
書

こ
の
申
込
書

著
作
権
法
上
の
問

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」

題
著
作
権
法
に
基
づ
く
権
利
の
侵
害
そ
の
他
第
三
者
の
権
利
侵
害
等

申
請
者
が

を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、

申
込
者
が

寄
託
者
名

寄
託
者

、

４
文
書
館
所
蔵
以
外
の
資
料
に
つ
い
て
は

所
蔵
者
の
許
可
書
を
添
付
す
る
こ
と

「

、
。

を

（

）

「

」

」

注
掲
載
の
範
囲
は

全
文
復
刻

資
料
集
へ
の
掲
載

写
真
の
掲
載
等

で
す

、
、

。

４
文
書
館
所
蔵
以
外
の
資
料

寄
託
文
書
等

に
つ
い
て
は

寄
託
者
等
の
許
可
書
を

「

（

）

、
添
付
す
る
こ
と
。

５
掲
載
さ
れ
た
出
版
物
等
を
１
部
寄
贈
す
る
こ
と

Ｔ
Ｖ
放
送
等
の
場
合
は

Ｄ
Ｖ
Ｄ

（

、

に
、

）

等
。

注
形
態
又
は
方
法

の
記
載
例

全
文
復
刻

資
料
集
へ
の
掲
載

ウ
ェ
ブ
サ

（

）
「

」

：

、
、

」

イ
ト
へ
の
写
真
の
掲
載
等

「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様

申
請
に

申
込
み
に

申
請
者
に

申
込
者
に

式
第
六
号
と
し
、
別
記
様
式
第
六
号
ロ
を
削
る
。

職
業

「

別
記
様
式
第
七
号
中
「

」
及
び

を
削
る
。

印

（

）
」

電
話

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
十
条
第
二
項
第
三
号
並
び
に
同
条
第
三
項
の
表
三
の
項
及
び
四
の
項
の
規
定
は
、

複
写
に
要
す
る
機
器
の
整
備
が
終
わ
る
ま
で
の
間
、
適
用
し
な
い
。

群
馬
県
教
育
委
員
会
の
主
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

群
馬
県
教
育
委
員
会
の
主
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
教
育
委
員
会
の
主
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
群
馬
県
教
育

委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
、
身
分
証
明
書
及
び
印
鑑
証
明
書
」
を
「
及
び
身
分
証

明
書
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
、
履
歴
書
及
び
印
鑑
証
明
書
」
を
「
及
び
履
歴
書
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
九
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
削
る
。

印

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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群
馬
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
（
平
成
十
六
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
総
務
課
の
項
中
「
企
画
予
算
係
」
を
「
調
整
・
Ｄ
Ｘ
推
進
係
、
デ
ジ
タ
ル
教

育
推
進
室
」
に
改
め
、
同
表
生
涯
学
習
課
の
項
中
「
企
画
情
報
係
」
を
「
企
画
振
興
係
」
に
改
め
、

同
表
健
康
体
育
課
の
項
中
「
、
全
国
高
校
総
体
推
進
室
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
健
康
体
育
課

全
国
高
校
総
体
推
進
室
に
総
務
・
広
報
係
及
び
競
技
・
高
校
生
活
動
係
」
を
「
総
務
課
デ
ジ
タ
ル
教

育
推
進
室
に
デ
ジ
タ
ル
教
育
推
進
係
」
に
改
め
る
。

第
四
条
総
務
課
の
項
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
四
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。

二
十
五

公
立
学
校
に
お
け
る
教
育
の
情
報
化
の
総
合
的
な
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ

と
。

二
十
六

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
取
組
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
高
校
教
育
課
の
項
第
十
五
号
中
「
国
際
理
解
教
育
に
関
す
る
」
を
「
国
際
理
解
教
育
に
つ

い
て
の
」
に
改
め
、
同
項
第
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
七

県
立
学
校
の
情
報
教
育
に
つ
い
て
の
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
特
別
支
援
教
育
課
の
項
第
十
三
号
中
「
国
際
理
解
教
育
に
関
す
る
」
を
「
国
際
理
解
教
育

に
つ
い
て
の
」
に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
五

県
立
特
別
支
援
学
校
等
に
お
け
る
情
報
教
育
に
つ
い
て
の
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
生
涯
学
習
課
の
項
中
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
第
八
号
か

ら
第
二
十
五
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
健
康
体
育
課
の
項
第
十
七
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

群
馬
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

群
馬
県
教
育
委
員
会
に
対
し

別
記
様
式
第
三
号
か
ら
別
記
様
式
第
六
号
の
二
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

て
群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長
に
対
し
て

別
記
様
式
第
十
一
号
中
「

」
を
削
る
。

印群
馬
県
教
育
委
員
会
に
対
し
て

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長
に

別
記
様
式
第
十
二
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

対
し
て

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

群
馬
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

群
馬
県
教
育
委
員
会
に
対
し

別
記
様
式
第
四
号
か
ら
別
記
様
式
第
七
号
の
二
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

て
群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長
に
対
し
て

別
記
様
式
第
九
号
中
「

」
を
削
る
。

印

別
記
様
式
第
十
号
、
別
記
様
式
第
十
四
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
五
号
の
二
ま
で
及
び
別
記
様
式
第

十
七
号
の
三
か
ら
別
記
様
式
第
十
七
号
の
五
ま
で
の
規
定
中
「

」
を

群
馬
県
教
育
委
員
会
に
対
し
て

「

」
に
改
め
る
。

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長
に
対
し
て

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
教
職
員
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
給
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

群
馬
県
教
職
員
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
給
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
教
職
員
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
給
与
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規

則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
書
式
か
ら
第
十
一
号
書
式
ま
で
の
規
定
中
「
印
」
を
削
る
。

第
十
二
号
書
式
中
「
氏

名
印
」
を
「
氏

名
」
に
改
め
る
。

第
十
五
号
書
式
か
ら
第
二
十
号
書
式
ま
で
の
規
定
中
「
印
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
立
学
校
職
員
退
職
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
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公
立
学
校
職
員
退
職
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
立
学
校
職
員
退
職
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「

」
を
削
る
。

平
成

別
記
様
式
第
三
号
及
び
別
記
様
式
第
四
号
中
「

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
公
立
学
校
職
員
退
職
手
当
支
給
規
則

の
規
定
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
公
立
学
校
職
員
退
職
手
当
支
給
規
則
の
規
定
に
よ
り
作

成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
恩
給
並
び
に
他
の
都
道
府
県
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
の
基
礎
と
な
る
べ
き
在
職
期

間
と
職
員
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
の
基
礎
と
な
る
べ
き
在
職
期
間
と
の
通
算
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

群
馬
県
恩
給
並
び
に
他
の
都
道
府
県
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
の
基
礎
と
な
る
べ
き
在

職
期
間
と
職
員
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
の
基
礎
と
な
る
べ
き
在
職
期
間
と
の
通
算
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
恩
給
並
び
に
他
の
都
道
府
県
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
の
基
礎
と
な
る
べ
き
在
職
期

間
と
職
員
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
の
基
礎
と
な
る
べ
き
在
職
期
間
と
の
通
算
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
様
式
第
六
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
一
号
ま
で
、
別
記
様
式
第
十
四
号
及
び
別
記
様
式
第
十
五

号
中
「
○
」
を
削
る
。

印
附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
立
学
校
職
員
の
失
業
者
の
退
職
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

公
立
学
校
職
員
の
失
業
者
の
退
職
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
立
学
校
職
員
の
失
業
者
の
退
職
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
裏
面
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

取
扱
者
印

取
扱
者

別
記
様
式
第
二
号
中
「

」
を
削
る
。

印

別
記
様
式
第
四
号
の
二
及
び
別
記
様
式
第
五
号
中
「

」
を
削
る
。

印

住
所

住
所

「

「

別
記
様
式
第
七
号
中

を

に
改
め
る
。

」

」

氏
名

印
氏

名

別
記
様
式
第
八
号
中
「

」
を
削
る
。

印

別
記
様
式
第
九
号
表
面
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

氏
名

印
氏
名

別
記
様
式
第
十
号
表
面
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

氏
名

印
氏

名

別
記
様
式
第
十
一
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

氏
名
印

氏
名

別
記
様
式
第
十
二
号
表
面
中
「

」
を
削
る
。

印

別
記
様
式
第
十
三
号
裏
面
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

取
扱
者
印

取
扱
者

申
請
者
氏
名

別
記
様
式
第
十
四
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
四
号
の
四
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

印
申
請
者
氏
名

別
記
様
式
第
十
五
号
表
面
中
「

」
を
削
る
。

印

申
請
者
氏
名

別
記
様
式
第
十
六
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
六
号
の
三
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

印
申
請
者
氏
名

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

群
馬
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

別
記
様
式
第
一
号
中

を

に
改
め
る
。

印

」

」

別
記
様
式
第
二
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
中
「

」
を
削
る
。

印

「

「

別
記
様
式
第
八
号
中

を

に
改
め
る
。

印

」

」

別
記
様
式
第
十
六
号
及
び
別
記
様
式
第
十
七
号
中
「

」
を
削
る
。

印

「

「

別
記
様
式
第
十
八
号
中

を

に
改
め
る
。

印

」

」

別
記
様
式
第
十
八
号
の
二
中
「

」
を
削
る
。

印
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「

別
記
様
式
第
十
九
号
か
ら
別
記
様
式
第
二
十
号
の
二
ま
で
の
規
定
中

を

印

」

「

に
改
め
る
。

」

別
記
様
式
第
二
十
一
号
中
「

」
を
削
る
。

印校
長

印
校
長

教
諭

印
教

別
記
様
式
第
二
十
三
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

「

「

群馬
群

県
馬

」
に
、

を

に
改
め
る
。

諭
知

県
事

知事

」
印

」

「

「

別
記
様
式
第
二
十
五
号
中

を

に
改
め
る
。

印
」

」

別
記
様
式
第
三
十
五
号
中
「

」
を
「

」
に
、

氏
名

印
氏
名

「

「

印印

を

に
改
め
る
。

印印

」

」

別
記
様
式
第
三
十
六
号
及
び
別
記
様
式
第
三
十
七
号
中
「

」
を
削
る
。

印

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る

規
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
群
馬
県
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
技
能
教
育
施
設
の
指
定
の
申
請
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

群
馬
県
技
能
教
育
施
設
の
指
定
の
申
請
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
技
能
教
育
施
設
の
指
定
の
申
請
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
削
る
。

印
附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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群
馬
県
立
図
書
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

群
馬
県
立
図
書
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
立
図
書
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
群
馬
県
教
育
委

員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
四
号
及
び
別
記
様
式
第
五
号
中
「

」
を
削
る
。

印

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

群
馬
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

群
馬
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
群
馬

県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中
「

」
を
削
る
。

印

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
立
ぐ
ん
ま
天
文
台
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号

群
馬
県
立
ぐ
ん
ま
天
文
台
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

群
馬
県
立
ぐ
ん
ま
天
文
台
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
群
馬
県
教

育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
四
号
中
「

」
を
削
る
。

印

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会
訓
令

■
群
馬
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

事

務

局

各
教
育
機
関

群
馬
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
三
日

群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長

笠

原

寛

群
馬
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
教
育
委
員
会
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
群
馬
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
並
び
に
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
」
を
「
、
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、

「
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
専
用
）
」
の
下
に
「
並
び
に
文
書
館
に
群
馬
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
印

（
文
書
館
専
用
）
」
を
加
え
、
「
及
び
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
、
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
所

長
及
び
文
書
館
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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